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第１ 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 

 

１ 市町村の消防の広域化の背景 

近年、災害が大規模化・多様化し、また、救急を中心に住民の消防への期

待が高まるとともに、出動要請が増大し、更に、ＮＢＣ災害(核物質、生物

剤、化学剤による災害)や新型コロナウイルス感染症など消防が対応しなけ

ればならない事象が、一層幅広くなるなど、消防を取り巻く環境は大きく変

化しています。そうした中、市町村消防は、管轄人口、財政規模や管轄地域

の自然環境などに大きな差があり、災害や事故への対応も一様ではなく、今

後、本格的な人口減少時代を迎え、市町村の財政基盤が脆弱化していくこと

も懸念されます。 

このため、総務省消防庁は、消防本部の規模を大きくすることにより消防

体制の一層の充実強化と高度化を図る消防の広域化を推進しています。 

市町村の消防の広域化により、次のような効果が期待されます。 

・ 災害発生時における初動体制の強化 

・ 統一的な指揮の下での効果的な部隊運用 

・ 本部機能統合等の効率化による現場活動要員の増強 

・ 救急業務や予防業務の高度化及び専門化 

・ 財政規模の拡大に伴う高度な資機材の計画的な整備 

・ 消防署所の配置や管轄区域の適正化による現場到着時間の短縮 

 

２ 市町村の消防の広域化のスケジュール（３ページ参照） 

国は、消防の広域化を推進するため、平成18年６月14日に｢消防組織法｣を

一部改正し、市町村の消防の広域化に関する国、都道府県、市町村の役割を

明確にしました。 

その中で、都道府県は、消防の広域化を推進する必要があると認められる

市町村を対象として、消防の広域化の推進及び広域化後の円滑な運営の確保

に関する計画(以下｢消防広域化推進計画｣という。)を定めることとされまし

た。 

また、国は、平成18年７月12日に｢市町村の消防の広域化に関する基本指

針｣を告示し、その中で、都道府県は、平成19年度中に管轄人口30万人以上

を目標とする消防広域化推進計画を策定すること、広域化の対象となった市

町村が、広域化を行おうとするときは、協議のうえ、広域化後の消防本部の

円滑な運営を確保するための計画(以下｢広域消防運営計画｣という。)を作成

し、平成24年度を目処に広域化を実現することとしました。 

  その後、国は、平成25年４月１日及び平成30年４月１日に「市町村の消防

の広域化に関する基本指針｣を一部改正し、令和６年４月１日まで期限を延
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長しました。 

しかし、期限である令和６年４月１日をすぎても、なお、全国の消防本部

の約６割を占める小規模本部の解消がなされていないこと、人口減少により

低密度化が進展しているが、消防活動として必要な署所等の数は大きく変化

しないものと考えられ、即応体制の確保など消防力の維持に困難を伴う可能

性が高いこと、また、高齢化の進展に伴い救急需要が拡大していることなど

から、これまで以上に広域化の推進が必要であるとして、国は、令和６年４

月１日に「市町村の消防の広域化に関する基本指針｣を一部改正し、令和11

年４月１日までに広域化を実現することとしています。 

 

３ 消防広域化推進計画の策定 

これまでも市町村による自主的な消防の広域化が進められてきましたが、

本計画では、令和11年４月１日までに、より一層の自主的な市町村の消防の

広域化の実現に向けた取組に必要な事項を定めます。 

 

４ 消防広域化推進計画の進行管理 

県は、消防広域化推進計画を着実に推進するために、市町村の取組状況を

適宜把握し、進行管理に努めるとともに、市町村の検討状況に応じ、消防広

域化推進計画を見直します。 

 

５ 県の果たす役割 

県は、広域的な地方公共団体として、協議会の設立や運営、広域化に伴う

消防本部の設立や運営に関する市町村からの相談を受け、国や市町村間の積

極的な調整や助言を行うなど、広域化までの過程において、市町村が自らの

消防本部を取り巻く状況及び消防力を分析した結果を踏まえ、市町村のニー

ズに応じた支援に努めます。 

さらに、県は、消防広域化に向け気運がある市町村を消防広域化重点地域

に指定し、その自主的な取組を支援します。また、広域化の推進にあたって

は、検討が円滑に進むよう、地域の実情に応じて必要な場合には、広域化対

象市町村を管轄する消防本部の中から、当該消防本部の同意を得たうえで、

地域の核となる中心消防本部を定めるなど、消防の広域化や連携・協力を推

進していきます。 
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平成18年６月14日 

｢消防組織法の一部を改正する法律｣公布・施行 

平成18年７月12日 

｢市町村の消防の広域化に関する基本指針｣告示 

｢消防広域化推進本部｣の設置 

平成20年３月 

都道府県による｢消防広域化推進計画｣の策定 

平成20年度～ 

広域化対象市町村による｢広域消防運営計画｣の作成 

令和11年４月１日まで 

消 防 の 広 域 化 の 実 現 

市町村の消防の広域化のスケジュール 

・広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針 

・消防本部の位置及び名称の決定 

・市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保 等 

・協議機関の設置等、関係者のコンセンサスの形成 

・市町村の意見聴取 

・知事による市町村相互間の調整及び情報提供 等 

平成25年４月１日 

｢市町村の消防の広域化に関する基本指針｣の一部改正 

・県による積極的な広域化の推進 

・消防広域化重点地域の指定による支援の重点化 

・30万の規模目標にとらわれず地域の実情を考慮 

平成30年４月１日 

｢市町村の消防の広域化に関する基本指針｣の一部改正 

・県による更なる積極的な広域化の推進 

・特定小規模本部等の消防広域化重点地域の指定 

令和６年４月１日 

｢市町村の消防の広域化に関する基本指針｣の一部改正 

・地域の核となり広域化の検討を主導する中心消防本部の 

設定 
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第２ 市町村の消防の現況及び将来の見通し 

 

１ 市町村の消防の現況 

(1)消防需要の動向 ※数値は１/１～12/31の件数 

 ア 火災発生件数 

この10年間の火災発生件数は、減少傾向で推移しています。平成23年は

この10年間で最大の2,753件発生していますが、その後は減少し、令和３年

は1,851件となっています。 

令和３年の都道府県別の人口１万人あたりの出火率を見ると、本県は2.0

件であり、全国平均の2.8件と比べ低い数値となっています。 

 

 

イ 火災出動件数 

この10年間の火災出動件数は、火災発生件数と同様に減少傾向で推移し

ており、平成23年をピークに減少しています。 

 

 

火災発生件数 （単位：件） 

火災出動件数 （単位：件） 
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ウ 救急出動件数 

この10年間の救急出動状況は、平成23年から令和元年までは増加してお

り、特に平成27年以降は件数が急激に増加し、令和元年には過去最高であ

る505,124件となりました。その後、過去最高件数からは減少していますが、

令和３年は平成23年と比べ、件数にして約６万３千件、率にして約15％の

増加となっています。 

 

 

 

エ 救助出動件数 

この10年間の救助出動状況は、平成29年には3,742件まで減少しましたが、

その後増加傾向となり、令和２年に過去最高である4,922件となるなど、増

加減少を繰り返しています。 

 

 

救急出動件数 

（単位：件） 救助出動件数 

（単位：件） 
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(2)県内消防本部等の概要 

ア 消防(局)本部の規模 

本県の市町村数は33市町村、消防(局)本部数は23消防(局)本部となって

います。 

管轄人口が大きい消防本部としては、378万人の横浜市消防局と、154万

人の川崎市消防局があり、これらの２市を含め、管轄人口が30万人を超え

る大規模な消防本部が５つあり、県内23消防(局)本部の約22％を占めてい

ます。 

 一方、管轄人口が10万人に満たない小規模な消防本部は８つあり、全体

の約35％となっておりますが、全国平均の約６割と比べると、小規模な消

防本部は少ない県と言えます。 

 管轄面積では、広域化を実現した小田原市が494k㎡と最も広く、ついで

横浜市が437k㎡、相模原市が329k㎡となっており、一方、狭い消防本部は、

二宮町が9.08k㎡、葉山町が17.04k㎡、大磯町が17.18k㎡の順となってい

ます。 

   

 
イ 消防の広域化の状況 

 三浦市は横須賀市に、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開

成町の１市５町は小田原市に、清川村は厚木市に、真鶴町は湯河原町に、

寒川町は茅ヶ崎市にそれぞれ消防事務を委託しています。 

 

ウ 消防指令業務の共同運用の状況 

 横須賀市及び葉山町の１市１町、平塚市、大磯町及び二宮町の１市２町、

海老名市、座間市及び綾瀬市の３市、秦野市及び伊勢原市の２市がそれぞ

れ消防指令業務の共同運用を行っています。 

 

エ 神奈川県消防広域運用調整本部（かながわ消防） 

 県は、大規模災害時に県及び県内消防本部が連携して、迅速かつ的確な

消防活動を展開するため、平成28年４月から県内消防全体で広域応援を行

う仕組みとして神奈川県消防広域運用調整本部（かながわ消防）を整備し

ています。 

100万人超 30万人～99万人

10万人～29万人 10万人未満

管轄人口別の消防（局）本部の割合 
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県内市町村等の状況 

人口
R2.10.1　現在

(人)

面積
令和２年
国勢調査
（Km²）

令和３年度
消防費歳出決算額

(千円)

県 計 9,237,337 2,416.13 117,901,536

横 浜 市 3,777,491 437.71 42,547,661

川 崎 市 1,538,262 143.01 18,305,965

相 模 原 市 725,493 328.92 8,378,524

横 須 賀 市 430,147 132.87 6,276,067

（ 横 須 賀 市 ） 388,078 100.82 5,453,502

（ 三 浦 市 ） 42,069 32.05 822,565

平 塚 市 258,422 67.82 3,512,338

鎌 倉 市 172,710 39.67 2,646,045

藤 沢 市 436,905 69.56 5,742,142

小 田 原 市 295,052 493.78 6,385,778

（ 小 田 原 市 ） 188,856 113.60 4,114,046

（ 南 足 柄 市 ） 40,841 77.12 726,051

（ 中 井 町 ） 9,300 19.99 201,569

（ 大 井 町 ） 17,129 14.38 512,225

（ 松 田 町 ） 10,836 37.76 248,260

（ 山 北 町 ） 9,761 224.39 262,474

（ 開 成 町 ） 18,329 6.55 321,153

茅 ヶ 崎 市 290,737 49.04 3,310,412

（ 茅 ヶ 崎 市 ） 242,389 35.70 2,662,462

（ 寒 川 町 ） 48,348 13.34 647,950

逗 子 市 57,060 17.28 1,072,766

秦 野 市 162,439 103.76 2,058,092

厚 木 市 226,743 165.15 4,058,763

（ 厚 木 市 ） 223,705 93.84 3,900,841

（ 清 川 村 ） 3,038 71.31 157,922

大 和 市 239,169 27.09 2,784,662

伊 勢 原 市 101,780 55.56 1,379,280

海 老 名 市 136,516 26.59 1,969,893

座 間 市 132,325 17.57 1,727,176

綾 瀬 市 83,913 22.14 1,489,758

葉 山 町 31,665 17.04 558,926

大 磯 町 31,634 17.18 531,863

二 宮 町 27,564 9.08 469,018

箱 根 町 11,293 92.87 1,008,819

湯 河 原 町 30,148 48.02 1,052,035

（ 湯 河 原 町 ） 23,426 40.97 847,574

（ 真 鶴 町 ） 6,722 7.05 204,461

愛 川 町 39,869 34.28 635,553

※出典：令和２年国勢調査、神奈川県令和４年度版消防統計

※三浦市は、横須賀市へ消防事務を委託

※南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町は、小田原市へ消防事務を委託

※清川村は、厚木市へ消防事務を委託

※真鶴町は、湯河原町へ消防事務を委託

※寒川町は、茅ヶ崎市へ消防事務を委託
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(3)県内市町村の消防体制 

ア 出動体制(令和６年４月１日現在) 

一般火災におけるポンプ隊(消防ポンプ車、水槽付消防ポンプ車、化学消

防車)の出動隊数については、管轄人口の多い消防(局)本部ほど充実してい

る傾向があります。 

 

 

 

イ 出動の所要時間(令和５年中) 

各消防(局)本部における火災出動から放水までの平均所要時間は、最短

で５分、最長で12分41秒であり、平均的な所要時間は８分42秒となってい

ます。また、救急出動における救急覚知から現場到着までの平均所要時間

は最短で６分２秒、最長で11分12秒であり、平均的な所要時間は８分52秒

となっています。 

 

 

 

出動部隊数(消防ポンプ車、水槽付消防ポンプ車、化学消防車）　　　 (平均隊数)

第１次 第２次 第３次 第４次
出動隊数 出動隊数 出動隊数 出動隊数

100万人超 4.5 6.0 8.0 3.0

30万人～99万人 6.0 3.0 0.7 -

10万人～29万人 5.0 2.1 1.5 1.2

10万人未満 2.5 1.1 1.1 0.5

管轄人口

火災出動及び救急出動の所要時間 (平均所要時間)

火災出動 救急出動
（火災出動～放水） (救急覚知～現場到着)

100万人超 － 10分30秒

30万人～99万人 10分17秒 ８分29秒

10万人～29万人 ９分３秒 ８分46秒

10万人未満 ８分８秒 ８分39秒

　を把握しているため、この表からは除いています。

管轄人口

※横浜市消防局及び川崎市消防局の火災出動に関しては、火災出動から現場到着までの時間
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ウ 予防要員・救急隊員・救助隊員の専任率 

(令和５年４月１日現在、予防要員は令和４年４月１日現在) 

予防要員については、管轄人口と専任率との間に相関関係は認められませ 

んが、救急隊員、救助隊員については、管轄人口の多い消防(局)本部ほど、 

専任率が高くなっています。 

 

 

 

エ 研修派遣の際の代替要員 

新任研修など、研修派遣の際の代替要員を確保できている消防(局)本部

は52％にとどまっており、約半数の消防本部が兼務等で対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

予防要員等の専任率 (平均専任率)

管轄人口 予防業務 救急業務 救助業務

100万人超 89.1% 100.0% 100.0%

30万人～99万人 62.5% 93.2% 100.0%

10万人～29万人 75.8% 89.4% 93.3%

10万人未満 81.3% 50.7% 28.4%

研修派遣の際の代替要員の確保

消防(局)本部数

確保できている（定数内に組み込まれている） 12

確保できていない（兼務等で対応している） 11
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 オ 消防吏員数の推移 

この10年間、消防吏員数については、救急需要の増加に伴い、令和２年

には10,000人を超えるなど、毎年増加傾向にあります。また、56歳以上の

消防吏員数の割合は、平成23年から減少傾向でしたが、平成27年以降は増

加傾向にあり、今後、定年の引上げに伴い増加傾向が続くことが予想され

ます。 

こうした状況から、職員の適正な配置等の課題が懸念されます。 

 
 

 

 

 

 

消防吏員数 （単位：人） 

56歳以上の消防吏員の割合 
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カ 消防(局)本部の現状の課題 

各消防(局)本部が抱えている課題について調査したところ、次のような

項目が挙げられています。 

なお、各消防(局)本部が抱える課題は、都市化の状況や地理的条件など、

様々な要素が関係するため、管轄人口だけで類型化することはできません

が、全体的には消防体制に係る人材の確保等に対する課題が多く挙げられ

ています。 

 

管轄人口 主な課題 

100万人超 
・増加する救急要請への対応 

・大規模災害に向けた消防体制の強化 

30万人～99万人 

・増加する救急要請への対応 

・大規模災害に向けた消防体制の強化 

・育児休業取得や若手職員の離職による慢性的な

人員不足 

・定年延長に伴う職員の適正な配置 

10万人～29万人 

・救急出動の増加に伴う体制の確保及び職員の労

務管理 

・育児休業取得や若手職員の離職による慢性的な

人員不足 

・定年延長に伴う職員の適正な配置 

・車両、装備品の更新費用の確保 

・火災出動件数減少に伴う現場経験不足への対応 

10万人未満 

・増加する救急要請への対応 

・大規模災害に向けた消防体制の強化 

・救急等の専門職員の確保 

・複数事案発生時における消防体制の強化 

・火災出動件数減少に伴う現場経験不足への対応 

・定年延長に伴う職員の適正な配置 
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２ 将来の見通し 

(1)人口減少と少子高齢化 

神奈川県の人口は、平成18年に大阪府を抜いて全国第２位となるなど、緩

やかな増加が続いていましたが、2021年にはピークを迎えて減少に転じてい

ます。また、今後、少子高齢化が一層進展すると見込まれ、県の人口推計で

は65歳以上の占める割合は、2020年には25.6％であったものが、2040年には

33.3％になると予想されています。 

 

(2)消防需要の動向と市町村消防の将来の姿 

救急出動件数は、平成23年から令和元年にかけては急激に増加し、令和２

年は一旦減少したものの、令和３年には再び増加するなど、増加傾向にあり

ます。本県人口に占める高齢者の割合は、今後とも増加するものと見込まれ

ることから、救急需要も、引続き増加するものと思われます。 

また、高齢化の進展に伴い、救急救命士による特定行為の件数も増加して

おり、今後、より一層の救急救命の高度化や強化が必要となるため、各消防

（局）本部とも、救急要員の充実を求められることが想定されます。 

さらに、住宅用防火対策の推進や危険物施設の安全対策、緊急消防援助隊

の充実と運用の強化、ＮＢＣテロ災害対策の強化、感染症に備えた体制など、

今後、各消防（局）本部の体制の一層の強化が求められることが予想されま

す。 

人口減少社会を迎え、ますます財政状況が厳しくなることが見込まれる中、

市町村は消防の現状を把握し、改めて広域化の必要性を十分検討した上で、

概ね10年後の消防体制の姿を見通す必要があります。 

 

(3)消防の広域化の必要性 

これらの消防需要の動向と、市町村消防の将来の姿を踏まえ、住民の生命、

身体、財産を守るという消防の責務を十分に果たすためには、本県において

も、消防の広域化により、消防力の一層の充実強化を図る必要があります。 
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第３ 広域化対象市町村の組合せ 

 

１ ５つの広域化ブロックの設定 

  県では、平成20年３月に神奈川県市町村の消防の広域化に関する検討懇話

会の答申を踏まえ、政令市である横浜市、川崎市、相模原市を除く県域を５

つのブロックに分け、市町村の組合せとしています。 

 

２ 市町村の組合せの基本的な考え方 

市町村の組合せは、一定の消防力を有する横浜市、川崎市及び相模原市を

除き、現在の消防相互応援協定の締結状況等 ※１ による市町村の組合せを

ベースとし、相互出動の際に地形的な阻害要因となり得る相模川を配慮して

います。 

※１ 主な消防相互応援協定の締結状況等 

 ・神奈川県下消防相互応援協定(県内全市町) 

・災害時における相互応援協力に関する協定 

 (大和市、海老名市、座間市、綾瀬市) 

・平塚市、大磯町、二宮町の災害時相互協力に関する協定 

  (平塚市、大磯町、二宮町) 

・災害時相互応援協定(藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町) 

・大規模災害時における相互応援に関する協定書 

  (秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村) 

 

このほか、生活圏・業務圏等による結び付き、二次医療圏、メディカルコ

ントロール協議会の地区割り、｢神奈川県における自主的な市町村の合併の

推進に関する構想｣に示された圏域等との関係などを踏まえています。 

 

この計画では、こうした考え方を引き続き踏襲しつつ、ブロックを越えた

市町村（政令市も含む）との広域化や、ブロック内における消防事務の一部

の連携・協力などについても、市町村の意向を踏まえ柔軟に推進していきま

す。 

 

３ 消防広域化重点地域の指定 

知事は、広域化対象市町村のそれぞれの組合せを構成する市町村の全部又

は一部からなる地域のうち、広域化の取組を先行して、重点的に取り組む必

要があるものとして次に該当すると認めるものを重点地域として指定します。 
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①  今後、十分な消防防災体制が確保できないおそれがある市町村を含む 

地域〔特定小規模消防本部（消防吏員数が50人以下の消防本部）〕 

②  広域化の気運が高い地域 

 

この計画では、特定小規模消防本部である大磯町、二宮町を重点地域とし

て指定します。 

 

４ ５つの広域化ブロック図 

県

西

地

区 

小田原市 

南足柄市 

箱根町 

真鶴町 

湯河原町 

中井町 

大井町 

松田町 

山北町 

開成町 

33万人 

 

単独市 

・横浜市  377万人 

・川崎市  153万人 

・相模原市  72万人 

 

湘

南

地

区 

平塚市 

鎌倉市 

藤沢市 

茅ヶ崎市 

寒川町 

大磯町 

二宮町 

121万人 

 

三

浦

半

島

地

区 

横須賀市 

逗子市 

三浦市 

葉山町 

51万人 

 

県

央

東

部

地

区 

大和市 

海老名市 

座間市 

綾瀬市 

59万人 

 

県

央

西

部

地

区 

秦野市 

厚木市 

伊勢原市 

愛川町 

清川村 

53万人 

 

人口：国勢調査(令和２年10月１日) 

 

凡例 

広域化済市町村 

消防広域化重点地域 

 

県央西部地区

三浦半島地区

湘南地区

県央東部地区

県西地区

川崎市

横浜市

相模原市

綾瀬市

茅ヶ崎市

秦野市

厚木市

座間市

平塚市

逗子市

箱根町 横須賀市

伊勢原市

三浦市

鎌倉市

海老名市

大和市

小田原市

藤沢市

南足柄市

山北町

湯河原町

開成町

松田町

大井町

真鶴町

中井町

清川村

寒川町

大磯町

葉山町

二宮町

愛川町

重点

地域

重点

地域
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５ 各ブロックの特徴 

(1)県西地区 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ブロックの特徴 

・  管轄人口は33万人、管轄面積は635k㎡、署所数は４署13所となる。 

・  県消防長会の県西地区と同一ブロックであり、｢県西地区消防合同訓

練｣を開催するなど、従来から消防においては強い結び付きがある。 

・  ２市８町のうち、平成25年３月31日に、小田原市、南足柄市、中井町、

大井町、松田町、山北町、開成町の２市５町が先行して広域化を実現し

た。箱根町、湯河原町、真鶴町の３町は、この広域化に段階的に参加す

る。 

 

湯河原町 

 真鶴町は湯河原町に事務委託 

２市８町 

南足柄市 

松田町 

開成町 

大井町 

湯河原町 

箱根町 

真鶴町 

小田原市 

中井町 

山北町 

消防吏員等の状況 

小田原市 

 南足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町は 

小田原市に事務委託 

消

防

吏

員

数

消

防

ポ

ン

プ

車

数

消

防

自

動

車

数

は

し

ご

付

救

急

自

動

車

数

救

助

工

作

車

数

火

災

出

動

件

数

風

水

害

出

動

件

数

救

急

出

動

件

数

救

助

出

動

件

数

小 田 原 市 188,856 382 18 2 14 3 85 45 15,430 193

箱 根 町 11,293 100 4 1 5 1 7 7 1,380 39

湯 河 原 町 23,426 79 5 1 4 0 13 1 2,500 51

（ 真 鶴 町 ） 6,722 - - - - - - - - -

（ 南 足 柄 市） 40,841 - - - - - - - - -

（ 中 井 町 ） 9,300 - - - - - - - - -

（ 大 井 町 ） 17,129 - - - - - - - - -

（ 松 田 町 ） 10,836 - - - - - - - - -

（ 山 北 町 ） 9,761 - - - - - - - - -

（ 開 成 町 ） 18,329 - - - - - - - - -

計 336,493 561 27 4 23 4 105 53 19,310 283

県
西
地
区

消防吏員数・車両台数は令和４年４月１日現在、出動件数は令和３年中。

消防吏員数等

出典：令和２年国勢調査、神奈川県令和４年版消防統計　

人口
R2.10.1
現在
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(2)三浦半島地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックの特徴 

・  管轄人口は51万人、管轄面積は167k㎡、署所数は６署13所となる。 

・  ｢二次医療圏｣の圏域及び｢メディカルコントロール協議会｣の地区割と

同一ブロックであり、｢災害時における横須賀地域相互応援に関する協

定｣を締結していた組合せでもある。 

・  県消防長会の三浦半島地区と同一ブロックであり、｢三浦半島地区救

助技術交換会｣を開催するなど従来から消防において強い結び付きがあ

る。 

・  ３市１町のうち、横須賀市、三浦市の２市は、平成25年４月１日に消

防指令業務の共同運用を開始し、平成27年４月１日に葉山町も共同運用

に参加した。 

・  このうち、横須賀市、三浦市の２市は、消防広域化重点地域に指定さ

れ、平成29年４月１日に広域化を実現した。 

 

 

３市１町 

逗子市 

葉山町 

横須賀市 

三浦市 

消防吏員等の状況 

 

 

消

防

吏

員

数

消

防

ポ

ン

プ

車

数

消

防

自

動

車

数

は

し

ご

付

救

急

自

動

車

数

救

助

工

作

車

数

火

災

出

動

件

数

風

水

害

出

動

件

数

救

急

出

動

件

数

救

助

出

動

件

数

横 須 賀 市 388,078 492 25 4 21 5 93 88 24,947 184

（ 三 浦 市 ） 42,069 - - - - - - - - -

逗 子 市 57,060 94 6 1 3 1 8 55 3,228 55

葉 山 町 31,665 53 2 0 3 1 2 54 1,068 29

計 518,872 639 33 5 27 7 103 197 29,243 268

消防吏員数・車両台数は令和４年４月１日現在、出動件数は令和３年中。

人口
R2.10.1
現在

出典：令和２年国勢調査、神奈川県令和４年版消防統計　

消防吏員数等

三
浦
半
島
地
区
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(3)県央東部地区 

    ４市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックの特徴 

・  管轄人口は59万人、管轄面積は93k㎡、署所数は４署11所となる。 

・  ｢災害時における相互応援協力に関する協定｣を締結している。 

・  大和市、海老名市、座間市、綾瀬市ともに、県消防長会の県央地区に

属し、｢県央都市消防救助技術交換会｣を開催するなど、消防においては

強い結び付きがある。 

・  ｢メディカルコントロール協議会｣の地区割りでは、海老名市は他３市

と異なる地区に属しており、広域化の際には調整が必要となる。 

・  ４市のうち、海老名市、座間市、綾瀬市の３市は、平成24年１月１日

に法定協議会を設置し、平成27年４月１日に消防指令業務の共同運用を

開始している。 

・  令和６年７月１日、上記３市に大和市を加え、県央東部消防通信指令

事務協議会を設置し、４市での消防指令業務の共同運用を令和８年度か

ら開始する。 

 

 

座間市 

海老名市 

大和市 

綾瀬市 

消防吏員等の状況 

消

防

吏

員

数

消

防

ポ

ン

プ

車

数

消

防

自

動

車

数

は

し

ご

付

救

急

自

動

車

数

救

助

工

作

車

数

火

災

出

動

件

数

風

水

害

出

動

件

数

救

急

出

動

件

数

救

助

出

動

件

数

大 和 市 239,169 230 8 3 7 1 37 4 11,300 153

海 老 名 市 136,516 190 4 2 6 1 39 7 6,880 81

座 間 市 132,325 170 5 2 5 1 24 8 6,379 114

綾 瀬 市 83,913 136 5 1 4 1 17 14 4,026 67

計 591,923 726 22 8 22 4 117 33 28,585 415

人口
R2.10.1
現在

消防吏員数等

県
央
東
部
地
区

消防吏員数・車両台数は令和４年４月１日現在、出動件数は令和３年中。

出典：令和２年国勢調査、神奈川県令和４年版消防統計　
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(4)県央西部地区 

   ３市１町１村 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ブロックの特徴 

・  管轄人口は53万人、管轄面積は359k㎡、署所数は５署14所となる。 

・  ｢大規模災害時における相互応援に関する協定｣を締結している。 

・  秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町は県消防長会の県央地区に属し、

｢県央都市消防救助技術交換会｣を開催するなど、従来から消防において

は強い結び付きがある。 

・  ３市１町１村のうち、厚木市、清川村の１市１村は、消防広域化重点

地域に指定され、平成28年４月１日に広域化を実現した。 

・  秦野市、伊勢原市の２市は令和７年４月１日に消防指令業務の共同運

用を開始。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛川町 

伊勢原市 秦野市 

清川村 

厚木市 

消防吏員等の状況 

消

防

吏

員

数

消

防

ポ

ン

プ

車

数

消

防

自

動

車

数

は

し

ご

付

救

急

自

動

車

数

救

助

工

作

車

数

火

災

出

動

件

数

風

水

害

出

動

件

数

救

急

出

動

件

数

救

助

出

動

件

数

秦 野 市 162,439 203 8 2 8 1 27 8 8,314 125

厚 木 市 223,705 260 12 2 11 1 62 22 11,392 184

（ 清 川 村 ） 3,038 - - - - - - - - -

伊 勢 原 市 101,780 130 5 1 6 2 21 26 4,866 144

愛 川 町 39,869 69 2 0 3 1 16 - 2,013 34

計 530,831 662 27 5 28 5 126 56 26,585 487

消防吏員数・車両台数は令和４年４月１日現在、出動件数は令和３年中。

人口
R2.10.1
現在

消防吏員数等

県
央
西
部
地
区

出典：令和２年国勢調査、神奈川県令和４年版消防統計　
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(5)湘南地区 

    ４市３町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックの特徴 

・  管轄人口は121万人、管轄面積は252k㎡、署所数は８署32所となる。 

・  湘南東部(藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)で｢災害時相互応援協定｣、また、

湘南西部(平塚市、大磯市、二宮町)で｢平塚市、大磯町、二宮町の災害

時相互協力に関する協定｣を締結している。 

・  湘南地区は広く海岸線を共有し、津波対策など共通課題を抱えるとと

もに水難救助の際など、統一的な指揮命令により広域的な救助活動を行

うことが可能となる。 

・  さらに相模川を挟む市町の飛び地での災害の際、迅速な消火活動が可

能となる。 

・  鎌倉市を除き県消防長会の湘南地区と同一ブロックであり、｢湘南地

区消防救助技術訓練会｣を開催するなど、従来から消防においては強い

結び付きがある。 

 ・  ｢メディカルコントロール協議会｣の地区割りでは、鎌倉市は他３市３

町と異なる地区に属しており、広域化の際には調整が必要となる。 

・  ４市３町のうち、湘南西部では、平塚市、大磯町、二宮町の１市２町

は、平成25年１月１日に法定協議会を設置し、平成29年４月１日に消防

指令業務の共同運用を開始した。 

・  大磯町、二宮町の２町は、消防吏員数が50人以下であり、特定小規模

消防本部となっている。 

・  湘南東部（藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町）は、平成24年２月１

日に「湘南東部における消防の広域連携施策についての覚書」を締結し、

湘南東部消防広域化等連絡調整会議を設置している。 

・  さらに、茅ヶ崎市、寒川町の１市１町は、平成25年４月１日に事務委

託契約を締結し、平成28年２月15日に消防指令業務の共同運用を開始し、

大磯町 

平塚市 

茅ヶ崎市 

藤沢市 

鎌倉市 

寒川町 

二宮町 

 
重点 
地域  

重点 
地域 
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消防広域化重点地域に指定され、令和４年４月１日に広域化を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

消防吏員等の状況 

消

防
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消
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車
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火
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出

動

件

数

風

水

害

出

動

件

数

救

急

出

動

件

数

救

助

出

動

件

数

平 塚 市 258,422 275 10 3 11 2 42 10 14,238 46

鎌 倉 市 172,710 255 11 2 10 2 26 39 9,387 25

藤 沢 市 436,905 484 16 4 18 3 87 116 22,070 68

茅 ヶ 崎 市 242,389 323 12 2 12 2 38 - 11,350 26

寒 川 町 48,348 - - - - - 10 6 2,319 12

大 磯 町 31,634 48 3 0 3 1 5 1 1,567 8

二 宮 町 27,564 47 2 0 2 1 11 3 1,423 6

計 1,217,972 1,432 54 11 56 11 219 175 62,354 191

消防吏員数・車両台数は令和４年４月１日現在、出動件数は令和３年中。

出典：令和２年国勢調査、神奈川県令和４年版消防統計　

人口
R2.10.1
現在

消防吏員数等

湘
南
地
区
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６ 考慮すべき事項 

(1)ブロックを越えた市町村との広域化 

平成20年３月の計画策定以来、６市６町１村で広域化が実現し、６市３町

で消防指令業務の共同運用が開始され、５つのブロックすべてで、広域化も

しくは消防指令業務の共同運用が実現しています。 

今後、本格的な人口減少社会を迎え、市町村の財政基盤が脆弱化していく

ことが懸念される中、大規模化・多様化する災害や住民の消防に対する多様

な期待に応えるため、引き続き消防の広域化等により消防体制の一層の充実

強化を図る必要があります。 

そこで、ブロック内の広域化だけでなく、市町村のニーズに応じた、ブロ

ックを越えた市町村との広域化についても、推進していきます。 

 

(2)消防の連携・協力の推進 

消防の広域化は、組織の統合に向けた調整が難しいなど、実現にはなお時

間を要する地域もあります。そうした地域では、消防事務の性質に応じて事

務の一部を連携・協力することで、消防力の強化を図ることが有効です。 

直ちに広域化を進めることが困難な地域においても、必要となる消防力を

確保・充実していくため、消防指令業務の共同運用や消防用車両・消防署所

の共同整備等、消防の連携・協力について推進を図っていきます。 

なお、高機能消防指令センターの共同運用は、消防の広域化につながる効

果が大きいことから、消防指令システムの更新時期を勘案しながら、調整を

行っていきます。 

また、国の基本指針では、消防の連携・協力の取組として次の７類型等を

挙げています。 

 

【国指針による連携・協力の類型】 

 ①指令の共同運用 

 ②消防用車両、資機材等の共同整備 

 ③高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務 

 ④特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、NBC災害対応隊等）の 

共同設置 

 ⑤専門的な人材育成の推進 

 ⑥訓練の定期的な共同実施 

 ⑦現場活動要領の統一
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第４ 自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置 

に関する事項 

 

 １ 広域化に向けたスケジュール 

平成20年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和11年４月１日 

 

広域化に関する事前協議 

(消防広域化推進計画に定めるブロックごとの検討) 

事務委託方式 
組合方式 

(一部事務組合、広域連合) 

広域化に関する協議会等の設置 

(地方自治法第252条の2第1項) 

各構成市町村の議会の議決 

報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神 

 

 

奈 

 

 

川 

 

 

県 

届 出 

一部事務組合等の設立・事務の委託開始 

消防の広域化の実現 

広域化に関する協議 

広域消防運営計画の作成 

〈組合方式の場合〉           〈事務委託方式の場合〉 

・構成市町村ごとの負担金の額又は割合  ・事務委託の基本的なルール 

・職員の任用、給与等          ・構成市町村との連携方策 

・中長期的な消防力の整備計画 

・部隊運用、指令管制等の計画 

・構成市町村との連携方策 

(組合)規約の作成 

各構成市町村議会の議決 

 

協議会等 

届 出 

申 請 

許 可 

相 談 

調  整 

助  言 

相 談 

調  整 

助  言 広域化の決定 
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２ 広域化を推進するための県の支援 

県は、消防広域化推進計画に基づき、各市町村が行う消防の広域化の推進

にあたって、次の取組を行います。 

また、これに併せて、全国に先駆けて構築した神奈川県消防広域運用調整

本部（かながわ消防）の仕組みをさらに充実していきます。 

 

(1)県民及び関係機関等に対する情報提供、普及啓発等 

県の広報紙や消防の広域化に関するホームページ等において、広域化による

部隊の現場到着時間の短縮等の具体的な効果を掲載するとともに、広く県民

及び関係機関へ広域化の必要性やメリット等を情報提供するなど、普及啓発

活動を行います。 

 

(2)各市町村等に対する情報提供、相談対応等 

消防広域化の実現に向けて必要となる情報を市町村等に提供するとともに、

相談に対応します。 

 

(3)関係市町村間の協議の積極的な推奨、調整等 

広域化対象市町村から求めがあったときは、関係市町村の合意形成のため

に、市町村相互間の調整を、県が積極的に行います。 

 

(4)市町村への支援 

消防広域化に向けた課題の解決に対する相談や、市町村間の調整などの支

援のほか、広域化に伴い必要となる施設や設備の整備等に対する支援に努め

ます。 

 

(5)国への要請 

消防の広域化推進のための国の支援策の充実について、国に要請していき

ます。 
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第５ 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 

 

１ 広域化後の消防の体制の整備 

消防の広域化が行われた後に、広域化の効果を十分に発揮することができ

るよう、広域化後の消防においては一元的な部隊運用、出動体制、事務処理

等が行われることが重要です。したがって、本部機能、指令業務及び職員の

身分の一元化が必要です。 

 

２ 構成市町村等間の関係 

消防の広域化は、主に一部事務組合、広域連合又は事務委託により行われ

ることとなりますが、それぞれの特徴を十分認識した上で、構成市町村又は

受託市町村若しくは委託市町村との意思疎通及び情報共有が円滑に行われる

方式を、構成市町村等の協議により選択することが必要となります。 

 

３ 広域化後の消防の体制の整備のために考えられる方策 

広域化後の消防の円滑な運営の確保のためには、広域化後の消防の体制を

適切に整備することが重要です。そのためには、次の事項等について、構成

市町村間において十分協議の上、事前に決定しておくことが必要です。 

 

・ 経常的経費、投資的経費の構成市町村ごとの負担金の額又は負担割合等 

・ 職員の任用、給与、教育訓練等に関する計画 

・ 消防力の整備計画及び部隊運用、指令管制等に関する計画 

・ 構成市町村間の連絡会議の定期的な開催、消防長の専決対象の明確化等 

・ 構成市町村間の迅速な意見調整を可能とするための仕組み 

・ 消防本部の運営に関し、住民の意見を反映できる方法 
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第６ 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項 

 

１  消防団との連携の確保 

消防団は、地域に密着した消防防災活動を行うという特性上、消防組織法

では自主的な市町村の消防の広域化の対象としておらず、従来どおり、｢消

防力の整備指針｣第37条に基づき、一市町村に一団を置くこととなります。 

この場合、広域化後の消防本部と消防団との密接な連携の確保が必要とな

ることから、次のような方策を参考としつつ、地域の実情に応じた連携の確

保を図ることが必要です。 

・ 常備消防の管轄区域内の複数の消防団の団長の中から連絡調整担当の

団長を指名することによる常備消防との一元的な連絡調整 

・  平素からの各消防団合同又は常備消防を含めた訓練等の実施 

・ 構成市町村等の消防団と当該構成市町村等の区域に存する消防署所と

の連携確保のため、消防署所への消防団との連絡調整担当の配置、定例

的な連絡会議の開催等 

・ 常備消防と消防団との連絡通信手段の確保 

 

２ 市町村防災担当部局との連携の確保 

消防を広域化した場合、構成市町村、又は委託市町村は、広域化後の消防

本部とは異なる団体となります。 

このため、地域の実情に応じて広域化後の消防本部と構成市町村の防災･

国民保護担当部局との連携の確保を図る必要があります。具体的には、次の

ような方策を参考としつつ、地域の実情に応じた連携の確保を図ることが必

要です。 

・ 夜間・休日等における市町村の防災業務について、初動時の連絡体制 

などを消防本部に事務委託 

・ 各構成市町村等の長及び危機管理担当幹部と消防長及び消防署長によ 

る協議会の設置 

・ 各構成市町村等と当該構成市町村等の区域に存する消防署所との連携 

確保のための、定例的な連絡会議の開催、各市町村の災害対策本部への 

各消防署所の消防職員の派遣等 

・ 防災・国民保護担当部局と消防本部との人事交流 

・ 総合的な合同防災訓練の実施 

・ 防災・国民保護担当部局と消防本部との情報通信手段の充実による連 

絡体制の強化 

・ 防災行政無線の親機や遠隔操作機を消防本部の通信指令部門に設置す 

ることによる24時間体制の確保 
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＜資料＞ 

県西地区 三浦半島地区 県央東部地区 県央西部地区 湘南地区

小田原市、
南足柄市、
箱根町、
真鶴町、
湯河原町、
中井町、
大井町、
松田町、
山北町、
開成町

横須賀市、
逗子市、
三浦市、
葉山町

大和市、
海老名市、
座間市、
綾瀬市

秦野市、
厚木市、
伊勢原市、
愛川町、
清川村

平塚市、
鎌倉市、
藤沢市、
茅ヶ崎市、
寒川町、
大磯町、
二宮町

(33万人) (51万人) (59万人) (53万人) (121万人)

消防署数 4 6 4 5 8

出張所数 13 13 11 14 33

消防吏員数 561 639 726 662 1,432

消防ポンプ自動車数 27 33 22 27 54

救急自動車数 23 27 22 28 56

消防団数 10 4 4 5 7

分団数 95 69 38 30 127

団員数 2,125 1,292 705 1,495 1,981

消防ポンプ自動車数 74 26 28 6 17

小型動力ポンプ数 147 60 62 142 211

4,236 5,214 4,428 6,013 12,519

はしご付消防自動車 4 5 8 5 11

大型高所放水車 0 0 0 0 0

泡原液搬送車 0 0 0 0 0

化学消防自動車 2 2 4 6 7

指揮車 4 6 4 6 9

消防艇 0 0 0 0 0

救助工作車 4 7 4 5 11

電源・照明車 0 0 0 0 0

小型動力ポンプ積載車 1 3 2 1 1

小型動力ポンプ 22 24 9 5 53

手引動力ポンプ 0 0 3 0 0

ヘリコプター 0 0 0 0 0

排煙・高発泡車 0 0 0 0 0

広報車 5 12 18 10 11

空気充填車 0 0 0 0 0

資機材搬送車 18 12 10 16 16

破壊工作車 0 0 0 0 0

レッカー車 0 0 0 0 0

水槽車 0 1 1 0 1

支援車 1 1 1 0 4

人員搬送車 0 5 0 0 4

防災指導車 0 0 0 0 0

起震車 0 1 1 0 0

海水利用型消防利水システム 0 0 0 0 1

85 124 85 131 225

防火対象物数 12,546 11,672 16,638 20,473 32,941

火　　災 105 103 117 126 219

風水害等 53 197 33 56 175

演習訓練 1,429 918 232 2,515 3,503

救急業務 19,310 29,243 28,585 26,585 62,354

救助業務 283 268 415 487 191

火災調査 34 112 102 106 236

特別警戒 103 57 108 218 730

予防査察 720 886 291 1,157 3,637

8,447 7,908 7,971 8,132 16,212

※　出典：令和２年国勢調査、神奈川県令和４年版消防統計
※　火災状況及び消防の出動状況は令和３年中

組合せにおける消防本部の状況

ブロック名

令和３年度消防費歳出決算額
(百万円)

消
防
本
部
･
署
概
要

消
防
団

消火栓(公設)

そ
の
他
の
消
防
関
係
車
両
数

消
防
の
出
動
状
況

火災状況

(令和４年４月１日現在)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
平成20年３月 策定 

平成26年３月 一部改定 

平成26年７月 一部改定 

平成31年３月 一部改定 

令和７年３月 一部改定 

 




